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平成２８年度 芦屋市保健センター運営審議会会議録 

日  時 平成２９年２月１日（水） １３：３０～１４：１５ 

会  場 芦屋市医師会医療センター ２階会議室 

出 席 者 委 員 長  柴田 政彦 

副委員長  河盛 重造 

委  員  杉井 則夫 

委  員  坪内 英之 

委  員  澤田 喜博 

委  員   高   義雄 

委  員  田中 千尋 

委  員  仲西 博子 

委  員  三井 幸裕 

事 務 局  近田 真 

  田中 佐代子 

  阪元 優菜 

事 務 局 健康課 

会議の公表 ■ 公 開 

傍聴者数       ０ 人 

 

１ 会議次第 

 （１）開会 

（２）議題  

    ・平成２８年度保健センター事業の実施結果について 

    ・平成２９年度保健センター事業について 

 （３）閉会 

   

２ 提出資料 

  資料－１ 平成２８年度主要事業の実施結果について 

  資料－２ 平成２９年度保健センター事業について 

  

３ 審議経過 

               【開会】 

（事務局近田）本日は，お忙しいところお集まりいただきまして，誠にありがとうござい

ます。定刻になりましたので芦屋市保健センター運営審議会を始めさせていただき

ます。 

本日の審議会は芦屋市情報公開条例の規定により，会議は公開となっております。

また，委員の皆様方のお名前や肩書き，会議録及び会議録中の発言者名も公開とな

っておりますのでよろしくお願いいたします。また，議事録を正確に作成するため，

レコーダーで録音させていただきたいと思いますので，ご了承のほどよろしくお願

いします。 

申し遅れましたが，私今年度 4 月に健康課長となりました近田と申します。よろ

しくお願いいたします。 

次に，本日の会議は今年度初めての会議となりますので，新委員をご紹介させて

いただきます。芦屋健康福祉事務所所長 仲西委員でございます。 

それでは，あたらしく委員になられました仲西委員から一言ごあいさつをいただき

たいと思います。 

（仲西委員あいさつ） 
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（事務局近田）ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。 

 それでは，開会にあたりまして柴田委員長より，ご挨拶をいただきます。 

（柴田委員長あいさつ） 

（事務局近田）ありがとうございました。次の議題へ入る前に配布資料の確認をさせてい

ただきます。レジメ，委員名簿，芦屋市保健センターの設置及び管理に関する条例

施行規則抜粋を両面刷りしたもの，ホッチキス止めした両面 9 枚の資料 1，別でホ

ッチキス止めした両面 3 枚の資料２，第２次芦屋市健康増進・食育推進計画の概要

版をお配りしています。過不足ありませんでしょうか。 

  それでは，柴田委員長，以降の議事の進行をよろしくお願いいたします。 

（柴田委員長）では，議事に入ります。議題（１）平成２８年度主要事業実施報告を事務

局から説明お願いします。 

（資料１の説明） 

 

（柴田委員長）ありがとうございました，今の説明に質問，意見はございますでしょうか。 

（河盛委員）1 歳半健診等 3 回の乳幼児健診がありますが，3 回とも未受診の方はいらっ

しゃいますか。 

（事務局田中）3 回の健診ともに未受診者の方はいらっしゃいません。 

（河盛委員）居所不明者はいますか。 

（事務局田中）国から居所不明者の調査があり，子育て推進課と確認をした結果，芦屋市

として居所不明者は 0 名と報告しています。 

（柴田委員長）他にどなたかご意見ご質問ありませんでしょうか。はい，では次に進めさ

せていただきます。議題（２）平成２９年度保健センター事業のご説明をお願い

いたします。 

                （資料２の説明） 

 

（柴田委員長）では，次年度の計画について，どなたか質問，意見はございますか。 

（河盛委員）4 か月児健康診査の回数が減少していますが，健診の時間当たり診察できる

人数の定められている基準は満たすのでしょうか。 

    アプリの導入は結構だが，小児科としては，予防接種等の際に母子手帳を持たず

に受診する保護者が増えるのではないかと懸念されるので，きちんと周知をしてほ

しい。 

    現行の母子手帳について，予防接種の記載欄がわかりづらくなっている。国がそ

のようにするように決めているのか。 

（事務局田中）4 か月児健康診査は出生数の減少により判断しました。出生数を 700 人と

見込んでおり 18 回の実施で 1 回あたり約 39 人と基準を満たしています。また，健

診のご案内の発送時に 1 回あたりの受診者が基準を満たすよう調整する予定にして

います。 

    母子手帳アプリについては，保健センターとしても同じことを懸念していますの

で，必ず紙の母子手帳の補助的役割であることを周知したいと思います。 

    現行，芦屋市で採用している母子手帳の印刷会社に問い合わせてみます。 

（柴田委員長）ありがとうございます。他にどなたかご意見ご質問ありませんでしょうか。 

   前半の今年度報告についてでも構いませんが。 

（仲西委員あいさつ）聞き漏らしてしまったのですが，歯の無料相談は何回になりますか。 

（事務局田中）年間 24 回実施していたものを 12 回にいたします。 
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（柴田委員長）他にご意見・ご質問はございますでしょうか。 

  それでは，第１回保健センター運営審議会を終了いたします。皆様ありがとうござ

いました。 

               【閉会】 


